
政
令
第
二
百
四
十
四
号

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴

う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七

年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
七
十
三
条
第

一
項
及
び
同
法
附
則
第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
七
十
三
条
第
二
項
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
三
十
八
条
第
四
項
及
び
第
百
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
健
康
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
同
項
」
を
「
次
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
特
定
給
付
額
」
を
「
第
二
項
に

規
定
す
る
特
定
給
付
額
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
特
定
納
付
費
用
額
に
係
る
特
定
割
合
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
特
定



納
付
費
用
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
納
付
費
用
額
」
と
い
う
。
）
に
係
る
特
定
割
合
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
規

定
す
る
」
の
下
に
「
給
付
費
割
合
を
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
に
つ
い
て
、
」
の
下
に
「
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
附
則
第

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
」
を
加
え
、
同
表
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
一
項
」

を
「
附
則
第
十
六
条
」
に
、
「
同
号
」
を
「
健
康
保
険
法
第
三
条
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
表
第
五
条
第
一
項
第
一
号

ロ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

前
条
の
規
定
に
よ

で
あ
つ
て
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者

で
あ
つ
て
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
（
経
過
的
世
帯

り
読
み
替
え
ら
れ

員
を
除
く
。
）
又
は
小
規
模
事
業
所
等
常
勤
経
過
的

た
附
則
第
十
三
条

組
合
員

の
規
定
に
よ
り
読

を
除
く

と
小
規
模
事
業
所
等
常
勤
経
過
的
組
合
員
に
係
る
前

み
替
え
ら
れ
た
第

期
高
齢
者
納
付
金
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
病
床

五
条
第
一
項
第
一

転
換
支
援
金
並
び
に
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る

号
ロ

費
用
の
額
に
相
当
す
る
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が



あ
る
場
合
に
は
、
小
規
模
事
業
所
等
常
勤
経
過
的
組

合
員
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
相
当
す
る

額
を
控
除
し
た
額
）
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
算
額
か
ら
指
定

組
合
特
定
被
保
険
者
の
う
ち
経
過
的
世
帯
員
に
係
る

前
期
高
齢
者
納
付
金
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
病

床
転
換
支
援
金
並
び
に
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す

る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金

が
あ
る
場
合
に
は
、
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
の
う

ち
経
過
的
世
帯
員
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額

に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
）
と
し
て
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除

し
た
額
を
除
く



附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
表
第
五
条
第
二
項
の
項
中
「
合
算
額
」
の
下
に
「
の
合
算
額
」
を
加
え
、
同
表
第
五
条
第
三
項

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

前
条
の
規
定
に
よ

で
あ
つ
て
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者

で
あ
つ
て
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
又
は
経
過
的
組

り
読
み
替
え
ら
れ

合
員
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除
く
。
）
若
し

た
附
則
第
十
三
条

く
は
経
過
的
世
帯
員
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を

の
規
定
に
よ
り
読

除
く
。
）

み
替
え
ら
れ
た
第

並
び
に
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
納
付

、
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
納
付
費
用
額
並
び
に
経

五
条
第
三
項

費
用
額

過
的
組
合
員
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除
く
。

）
及
び
経
過
的
世
帯
員
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者

を
除
く
。
）
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
、
後
期
高

齢
者
支
援
金
及
び
病
床
転
換
支
援
金
並
び
に
介
護
納

付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
額
（

前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
経
過
的
組



合
員
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除
く
。
）
及
び

経
過
的
世
帯
員
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除
く

。
）
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
相
当
す
る

額
を
控
除
し
た
額
）
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

前
条
の
規
定
に
よ

指
定
組
合
特
定
被
保
険
者

指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
又
は
経
過
的
組
合
員
（
指

り
読
み
替
え
ら
れ

定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除
く
。
）
若
し
く
は
経
過

た
第
五
条
第
四
項

的
世
帯
員
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除
く
。
）

第
一
号
及
び
第
二

号
イ

前
条
の
規
定
に
よ

の
被
保
険
者

の
被
保
険
者
又
は
経
過
的
組
合
員
若
し
く
は
経
過
的

り
読
み
替
え
ら
れ

世
帯
員



た
第
五
条
第
四
項

第
二
号
ロ
⑴

附
則
第
十
五
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
附
則
第
十
六
条
と
す
る
。

附
則
第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
組
合
に
対
す
る
補
助
の
特
例
）

第
十
五
条

平
成
二
十
七
年
度
に
お
い
て
、
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
の
規
定
を
適
用
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

附
則
第
十
三
条
の

と
し
、

と
し
、
法
附
則
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生

規
定
に
よ
り
読
み

労
働
大
臣
が
定
め
る
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
つ
て
指

替
え
ら
れ
た
第
五

定
組
合
特
定
被
保
険
者
で
な
い
も
の
に
係
る
前
期
高

条
第
一
項
第
一
号

齢
者
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に
相
当
す

ロ

る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ



り
算
定
し
た
額
に
高
齢
者
医
療
確
保
法
附
則
第
十
三

条
の
五
の
八
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
額
の
合
計
額
に
対
す
る
同
号
に
掲
げ
る
額
の
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
後
期
高
齢
者
支
援
金
の

納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

に
高
齢
者
医
療
確
保
法
附
則
第
十
四
条
の
七
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
対
す

る
同
号
に
掲
げ
る
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合

算
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
法

附
則
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
つ
て
指
定
組
合
特

定
被
保
険
者
で
な
い
も
の
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付



金
の
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
）

並
び
に

を
除
く
。
）
か
ら
同
項

の
合
算
額
を
除
く
。
）
か
ら
第
三
項

附
則
第
十
三
条
の

算
定
し
た
額
（

算
定
し
た
額
（
組
合
特
定
被
保
険
者
の
う
ち
法
附
則

規
定
に
よ
り
読
み

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定

替
え
ら
れ
た
第
五

め
る
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
つ
て
指
定
組
合
特
定
被

条
第
三
項

保
険
者
で
な
い
も
の
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
の

納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

に
高
齢
者
医
療
確
保
法
附
則
第
十
三
条
の
五
の
八
第

一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計

額
に
対
す
る
同
号
に
掲
げ
る
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得



た
額
並
び
に
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
納
付
に
要
す
る

費
用
の
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
高
齢
者
医
療

確
保
法
附
則
第
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第

二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
対
す
る
同
号
に
掲
げ

る
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
（
前
期
高

齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
組
合
特
定
被
保
険

者
の
う
ち
法
附
則
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
組
合
の
被
保
険
者
で
あ
つ
て

指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
で
な
い
も
の
に
係
る
前
期

高
齢
者
交
付
金
の
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控

除
し
た
額
）
並
び
に



を
除
く

の
合
算
額
を
除
く

第
五
条
第
四
項
第

得
た
額
（

得
た
額
（
組
合
特
定
被
保
険
者
の
う
ち
法
附
則
第
十

一
号

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

組
合
の
被
保
険
者
で
あ
つ
て
指
定
組
合
特
定
被
保
険

者
で
な
い
も
の
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
相
当

す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
額
。

第
五
条
第
四
項
第

得
た
額

得
た
額
（
組
合
特
定
被
保
険
者
の
う
ち
法
附
則
第
十

二
号
イ

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

組
合
の
被
保
険
者
で
あ
つ
て
指
定
組
合
特
定
被
保
険

者
で
な
い
も
の
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
納
付

に
要
す
る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労



働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
つ

い
て
は
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
附
則
第
十
三
条
の
五

の
八
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額

の
合
計
額
に
対
す
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
附
則
第
十

三
条
の
五
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
調
整
対
象
給
付

費
見
込
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
調
整
対
象
給

付
費
見
込
額
」
と
い
う
。
）
に
同
条
第
三
号
に
規
定

す
る
概
算
加
入
者
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
調

整
対
象
給
付
費
見
込
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が

零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
の
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
）

第
五
条
第
四
項
第

ロ

特
定
納
付
費
用
額
の
う
ち
イ
に
規

ロ

特
定
納
付
費
用
額
の
う
ち
イ
に
規
定
す
る
給
付

二
号
ロ

定
す
る
給
付
費
割
合
を
乗
じ
て
得
た

費
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
除
い
た
額
（
前
期
高



額
を
除
い
た
額
（
前
期
高
齢
者
交
付

齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
定
納
付
費
用

金
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
定
納
付
費

額
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
相
当
す
る

用
額
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の

額
か
ら
前
期
高
齢
者
交
付
金
給
付
費
相
当
額
を
控

額
に
相
当
す
る
額
か
ら
前
期
高
齢
者

除
し
た
額
を
控
除
し
た
額
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い

交
付
金
給
付
費
相
当
額
を
控
除
し
た

て
「
給
付
費
相
当
額
控
除
後
特
定
納
付
費
用
額
」

額
を
控
除
し
た
額
）
に
係
る
特
定
割

と
い
う
。
）
に
係
る
特
定
割
合

次
の
⑴
及
び
⑵

合

千
分
の
百
六
十
四

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
⑴
及
び
⑵
に
定
め

る
割
合

⑴

給
付
費
相
当
額
控
除
後
特
定
納
付
費
用
額
の

う
ち
、
組
合
特
定
被
保
険
者
の
う
ち
法
附
則
第

十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
組
合
の
被
保
険
者
で
な
い
も
の
に
係
る

前
期
高
齢
者
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の



額
に
高
齢
者
医
療
確
保
法
附
則
第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
高
齢
者
医

療
確
保
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第

二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
対
す
る
同
号
に

規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
に
同
号
に

規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額
並
び
に
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
納
付

に
要
す
る
費
用
の
額
の
合
計
額
に
二
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
額
に
係
る
特
定
割
合

厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
基
準
と
な
る
年
度
に
お
け
る
被

保
険
者
に
係
る
所
得
並
び
に
療
養
の
給
付
並
び

に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費

、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護



療
養
費
、
特
別
療
養
費
及
び
移
送
費
の
支
給
に

要
す
る
費
用
並
び
に
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び

後
期
高
齢
者
支
援
金
並
び
に
介
護
納
付
金
の
納

付
に
要
す
る
費
用
の
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金

が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）
を

勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
組
合
別
財
政
力
指
数
の
区
分
に

従
い
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
割
合

⑵

給
付
費
相
当
額
控
除
後
特
定
納
付
費
用
額
の

う
ち
⑴
に
規
定
す
る
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

額
を
除
い
た
額
に
係
る
特
定
割
合

千
分
の
百

六
十
四

（
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）



第
二
条

前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百

二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
同
じ
」
に
改
め
、
「
第
二
号
に
掲
げ
る
額
」
の
下
に
「
（

特
定
健
康
保
険
組
合
」
を
、
「
特
定
健
康
保
険
組
合
」
の
下
に
「
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「

第
三
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に

次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
七
年
度
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
調
整
前
確
定
後
期
高
齢
者
支
援
金
額
の
算
定
の
特
例
）

第
四
条
の
三

平
成
二
十
七
年
度
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
調
整
前
確
定
後
期

高
齢
者
支
援
金
の
額
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
（
特
定
健
康
保
険
組

合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
）
の
合
計
額
と
す
る
。

一

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
第
二
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ

れ
る
調
整
前
確
定
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
整
前
確
定
加
入
者
割
後
期
高
齢
者
支
援
金

額
」
と
い
う
。
）
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額



二

調
整
前
確
定
総
報
酬
割
後
期
高
齢
者
支
援
金
額

三

特
例
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
調
整
前
確
定
加
入
者
割
後
期
高
齢
者
支
援
金
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

２

前
項
第
二
号
の
調
整
前
確
定
総
報
酬
割
後
期
高
齢
者
支
援
金
額
は
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
当
該
被
用
者
保
険
等

保
険
者
の
標
準
報
酬
総
額
に
法
附
則
第
十
四
条
の
八
第
二
項
の
支
援
金
確
定
拠
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

３

第
一
項
第
三
号
の
特
例
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
調
整
前
確
定
加
入
者
割
後
期
高
齢
者
支
援
金
額
は
、
当
該
特
定
健
康

保
険
組
合
に
係
る
調
整
前
確
定
加
入
者
割
後
期
高
齢
者
支
援
金
額
に
、
法
附
則
第
十
四
条
の
八
第
三
項
に
規
定
す
る
率
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
平
成
二
十
八
年
度
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
調
整
前
確
定
後
期
高
齢
者
支
援
金
額
の
算
定
の
特
例
）

第
四
条
の
四

平
成
二
十
八
年
度
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
調
整
前
確
定
後
期

高
齢
者
支
援
金
の
額
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
（
特
定
健
康
保
険
組

合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
）
の
合
計
額
と
す
る
。

一

平
成
二
十
八
年
度
に
お
け
る
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
第
二
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ

れ
る
調
整
前
確
定
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
整
前
確
定
加
入
者
割
後
期
高
齢
者
支
援
金



額
」
と
い
う
。
）
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

二

調
整
前
確
定
総
報
酬
割
後
期
高
齢
者
支
援
金
額

三

特
例
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
調
整
前
確
定
加
入
者
割
後
期
高
齢
者
支
援
金
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額

２

前
項
第
二
号
の
調
整
前
確
定
総
報
酬
割
後
期
高
齢
者
支
援
金
額
は
、
平
成
二
十
八
年
度
に
お
け
る
当
該
被
用
者
保
険
等

保
険
者
の
標
準
報
酬
総
額
に
法
附
則
第
十
四
条
の
十
第
二
項
の
支
援
金
確
定
拠
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

３

第
一
項
第
三
号
の
特
例
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
調
整
前
確
定
加
入
者
割
後
期
高
齢
者
支
援
金
額
は
、
当
該
特
定
健
康

保
険
組
合
に
係
る
調
整
前
確
定
加
入
者
割
後
期
高
齢
者
支
援
金
額
に
、
法
附
則
第
十
四
条
の
十
第
三
項
に
規
定
す
る
率
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

附
則
第
六
条
第
四
項
中
「
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
間
」
を
削
り
、
「
並
び
に
同
法
附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
百
五
十
三
条
、
第
百
五
十
四
条
、
」
を
「
、
同
法
附
則
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え



ら
れ
た
、
同
法
附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
同
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

同
法
第
百
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
、
同
法
附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
同
法
附
則
第
五
条
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
、
同
法
附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
同
法
」
に
改
め
、
「
第
百
七
十
六
条
の
規
定
」
の
下
に
「
並
び
に
同
法
附
則
第
五
条
の
四
の
規
定
」
を
加
え
、
同
項
の
表

第
百
五
十
三
条
第
二
項
の
項
中
「
及
び
同
法
」
、
「
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
及
び
「
、
同
法
」
を
削
り
、
「
除

く
。
）
及
び
」
を
「
除
く
。
）
、
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附
則
第
五
条
の
四

第
五
条
の
二
ま
で
の
規
定

第
五
条
の
二
ま
で
の
規
定
並
び
に
健
康
保
険
法
施
行

令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令

第
百
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
令
」

と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
四
項
の
規
定

第
百
五
十
三
条
第
一
項
、
附
則
第
五
条

第
百
五
十
三
条
第
一
項
、
改
正
令
附
則
第
六
条
第
四

の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
附
則
第

さ
れ
る

五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た



附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み

改
正
令
附
則
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

替
え
て
適
用
さ
れ
る

え
て
適
用
さ
れ
る
附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た

附
則
第
六
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

平
成
二
十
八
年
度
に
お
い
て
、
健
康
保
険
法
附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
同
法
附
則
第
四
条

の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
七
条
の
二
第
三
項
、
第
百
五
十
一
条
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
、
第
百
六

十
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
十
四
項
並
び
に
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
、
同
法
附
則
第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
、
同
法
附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
同
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
同
法
第
百
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
、
同
法
附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
同
法
附
則
第

五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
、
同
法
附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
百
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
六
条
の
規
定
並
び
に
同
法
附
則
第
五
条
の
五
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。



第
七
条
の
二
第
三

及
び
国
民
健
康
保
険
法

、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

項

十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法

（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
第
百
五
十
三
条

第
二
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健

法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
（
以
下
「

老
人
保
健
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
及
び
国
民
健
康
保

険
法

第
百
五
十
一
条

第
百
七
十
三
条

老
人
保
健
拠
出
金
、
第
百
七
十
三
条

第
百
五
十
三
条
第

病
床
転
換
支
援
金
（
日
雇
特
例
被
保
険

病
床
転
換
支
援
金
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
も

二
項

者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
を
除
く
。
）
、
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法

の
規
定
に
よ
る
医
療
費
拠
出
金
（
次
条
第
二
項
に
お



い
て
「
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
」
と
い
う
。
）

第
百
五
十
四
条
第

及
び
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定

、
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換

二
項

す
る
病
床
転
換
支
援
金

支
援
金
及
び
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金

第
百
五
十
五
条
第

及
び

、
老
人
保
健
拠
出
金
及
び

一
項

第
百
六
十
条
第
三

病
床
転
換
支
援
金
等

病
床
転
換
支
援
金
等
、
老
人
保
健
拠
出
金

項
第
二
号

第
百
六
十
条
第
十

及
び
病
床
転
換
支
援
金
等

、
病
床
転
換
支
援
金
等
の
額
及
び
老
人
保
健
拠
出
金

四
項

第
百
七
十
三
条
第

及
び
病
床
転
換
支
援
金
等

、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
老
人
保
健
拠
出
金

一
項
及
び
第
百
七

十
六
条

附
則
第
二
条
第
一

病
床
転
換
支
援
金
等

病
床
転
換
支
援
金
等
、
老
人
保
健
拠
出
金



項附
則
第
五
条
の
五

及
び
第
五
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら

及
び
第
五
条
の
三
の
規
定
並
び
に
健
康
保
険
法
施
行

ず

令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令

第
百
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
令
」

と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず

第
百
五
十
三
条
第
一
項
、
附
則
第
五
条

第
百
五
十
三
条
第
一
項
、
改
正
令
附
則
第
六
条
第
五

の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
附
則
第

さ
れ
る

五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み

改
正
令
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

替
え
て
適
用
さ
れ
る

え
て
適
用
さ
れ
る
附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た

６

平
成
二
十
九
年
度
に
お
い
て
、
健
康
保
険
法
附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
同
法
附
則
第
四
条



の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
七
条
の
二
第
三
項
、
第
百
五
十
一
条
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
、
第
百
六

十
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
十
四
項
並
び
に
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
、
同
法
附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
、
同
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
百
五
十
三
条
第
二
項
及
び
第
百
五
十
四
条
第

二
項
の
規
定
、
同
法
附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
百
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
六

条
の
規
定
並
び
に
同
法
附
則
第
五
条
の
六
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
七
条
の
二
第
三

及
び
国
民
健
康
保
険
法

、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

項

十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法

（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
第
百
五
十
三
条

第
二
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健

法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
（
以
下
「



老
人
保
健
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
及
び
国
民
健
康
保

険
法

第
百
五
十
一
条

第
百
七
十
三
条

老
人
保
健
拠
出
金
、
第
百
七
十
三
条

第
百
五
十
三
条
第

及
び
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定

、
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換

二
項

す
る
病
床
転
換
支
援
金
（
日
雇
特
例
被

支
援
金
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
も
の
を
除
く

保
険
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
）
及
び
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
の
規
定

に
よ
る
医
療
費
拠
出
金
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「

老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
」
と
い
う
。
）

第
百
五
十
四
条
第

及
び
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定

、
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換

二
項

す
る
病
床
転
換
支
援
金

支
援
金
及
び
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金

第
百
五
十
五
条
第

及
び

、
老
人
保
健
拠
出
金
及
び

一
項

第
百
六
十
条
第
三

病
床
転
換
支
援
金
等

病
床
転
換
支
援
金
等
、
老
人
保
健
拠
出
金



項
第
二
号

第
百
六
十
条
第
十

及
び
病
床
転
換
支
援
金
等

、
病
床
転
換
支
援
金
等
の
額
及
び
老
人
保
健
拠
出
金

四
項

第
百
七
十
三
条
第

及
び
病
床
転
換
支
援
金
等

、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
老
人
保
健
拠
出
金

一
項
及
び
第
百
七

十
六
条

附
則
第
二
条
第
一

病
床
転
換
支
援
金
等

病
床
転
換
支
援
金
等
、
老
人
保
健
拠
出
金

項附
則
第
五
条
の
六

及
び
第
五
条
の
規
定

及
び
第
五
条
の
規
定
並
び
に
健
康
保
険
法
施
行
令
等

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百

十
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い

う
。
）
附
則
第
六
条
第
六
項
の
規
定

附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み

改
正
令
附
則
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替



替
え
て
適
用
さ
れ
る

え
て
適
用
さ
れ
る
附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た

（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
の
算
定
に
係
る
率

及
び
割
合
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
の
算
定
に
係

る
率
及
び
割
合
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
前
期
高
齢
者

納
付
金
の
額
の
算
定
に
係
る
率
及
び
割
合
を
定
め
る
政
令

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
負
担
調
整
基
準
率
）

第
三
条

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
率
は
、
百
分
の
五
十
一
と
す
る
。

附

則



こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


